
埋蔵文化財発掘届出書の提出について 

 

対 象 者 届出者（建築主、開発者） 

対象事業 周知の埋蔵文化財包蔵地において建築・造成その他の土木工事を行おうとするとき 

提出期限 工事に着手しようとする日の 60 日前までに提出してください 

記載要領 別紙記載例のとおり 

提出書類 ○埋蔵文化財発掘届出書 （2 部） （A4 サイズの片面印刷で提出してください） 

○図面書類 （2 部） （Ａ４サイズで提出してください）  

①位置を示す地図 （付近見取図・位置図・案内図など ）  

②工事の範囲と深さを示す図面 

●建物・道路・ガス管・上下水道等の配置がわかる図面など（工事平面図など） 

●基礎、堀削の深さ、ガス管・上下水道の深さがわかる図面、土盛等がわかる図

面など（工事断面図・矩形図など） 

③設計図  

●建物配置図・建築平面図・建築立面図など 

 ④表層改良、柱状改良、鋼管杭の設置工事などがある場合は、改良工法の確認がで

きる図面など（地盤改良図など） 

 ⑤解体工事の際は、現況測量図・解体する建物の写真 

○土地所有者（地権者）の承諾書 （2 部） 

（届出者と土地所有者（地権者）が異なる場合に必要となります）  

   ※売買契約書がある場合はその写しでも可 

○届出者の委任状 （1 部） 

  （届出者以外の方が窓口へ提出をする場合に必要となります） 

手 数 料 無料  

提出方法 受付窓口にご提出ください。※窓口での審査がございます。 

受付窓口 

東久留米市郷土資料室 電話：042-472-0051 

（東久留米市滝山４－３－１４わくわく健康プラザ２階）   

※ 受 付 日 ： 平日（祝日および年末年始を除く）    

受付時間 ： 8:30 ～ 17:00 （12:00～13:00 を除く） 

その他 

事前に郷土資料室の窓口または埋蔵文化財包蔵地照会フォームにて、工事予定地が包

蔵地に該当するかをご確認ください。 

埋蔵文化財包蔵地照会フォーム：https://logoform.jp/form/985h/64967 










